
輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

○
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
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○
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
輸
出
の
承
認
）

（
輸
出
の
承
認
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
別
表
第
二
の
三
五
の
二
の
項
（
二
）
及
び
四
三

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
別
表
第
二
の
三
五
の
二
の
項
（
二
）
、
四
二
及

の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
に
よ
る
輸
出
の

び
四
三
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
に
よ
る

許
可
又
は
確
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

輸
出
の
許
可
若
し
く
は
確
認
を
受
け
て
い
る
場
合
又
は
他
の
法
令
に
よ

承
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

る
輸
出
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
が
輸
出
す
る
場
合
に
限
り
、
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
承
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
例
）

（
特
例
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

第
二
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ

２

第
二
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ

し
、
別
表
第
二
の
三
七
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項

し
、
別
表
第
二
の
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
並
び
に
三
七
か

の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表
の
三
五
の
三
の
項
（

一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
が
告
示

で
定
め
る
も
の
に
限
り
、
同
表
の
四
二
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
に

あ
つ
て
は
向
精
神
薬
で
あ
つ
て
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
五
十
条
の
十
一
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す

る
者
が
輸
出
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

別
表
第
五
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し

二

別
表
第
五
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
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、
次
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。

、
次
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。

イ

別
表
第
二
の
一
の
項
の
中
欄
、
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（

イ

別
表
第
二
の
一
及
び
三
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物

六
）
並
び
に
三
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表
の
三
五
の

三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
経
済

産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

三

別
表
第
二
の
三
五
の
二
の
項
（
二
）
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、

三

別
表
第
二
の
三
五
の
二
の
項
（
二
）
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

百
三
十
七
号
）
第
十
条
第
二
項
（
同
法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項

百
三
十
七
号
）
第
十
条
第
二
項
（
同
法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
者
が
輸
出
し
よ

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
者
が
輸
出
し
よ

う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及

う
と
す
る
と
き
。

び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。

四

別
表
第
六
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
本
邦
か
ら
出
国
す
る
際
、
同
表
下

四

別
表
第
六
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
本
邦
か
ら
出
国
す
る
際
、
同
表
下

欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
本
人
が
携
帯
し
、
又
は
税
関
に
申
告
の
上
別
送

欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
本
人
が
携
帯
し
、
又
は
税
関
に
申
告
の
上
別
送

し
て
、
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
一
の
項

し
て
、
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
一
の
項

の
中
欄
並
び
に
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物

の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
一
時
的
に
入

（
同
表
の
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
に
あ

国
し
て
出
国
す
る
者
が
同
表
の
三
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（

つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
輸

経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
輸
出
し
よ
う

出
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
一
時
的
に
入
国
し
て
出
国
す
る
者
が
同
表

と
す
る
場
合
及
び
船
舶
又
は
航
空
機
の
乗
組
員
が
別
表
第
二
の
二
に

の
三
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定

掲
げ
る
貨
物
を
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
し
て
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合

め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
及
び
船
舶
又
は

を
除
く
。

航
空
機
の
乗
組
員
が
別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
を
北
朝
鮮
を
仕

向
地
と
し
て
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
十
一
条

次
に
掲
げ
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
は
、
税
関
長
に
委
任
さ

第
十
一
条

次
に
掲
げ
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
は
、
税
関
長
に
委
任
さ

れ
る
も
の
と
す
る
。

れ
る
も
の
と
す
る
。

一

別
表
第
二
の
三
九
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
の
項
の
中
欄
に
掲
げ

一

別
表
第
二
の
三
九
か
ら
四
三
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（

る
貨
物
（
同
表
の
四
三
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
に
あ
つ
て
は
、

同
表
の
四
三
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業

経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
第
二
条

大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
第
二
条
第
一
項
の

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
権
限

規
定
に
よ
る
承
認
の
権
限

二

（
略
）

二

（
略
）

附

則

附

則

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

平
成
二
十
七
年
四
月
十
三
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号

３

平
成
二
十
七
年
四
月
十
三
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号

の
二
中
「
別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
三
六
、

の
二
中
「
別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
三
六
、

三
九
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る

三
九
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る

貨
物
を
除
く
。
）
の
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
北
朝

貨
物
を
除
く
。
）
の
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
北
朝

鮮
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
一
九
か
ら
二
一
の
三
ま

鮮
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
一
九
か
ら
二
一
の
三
ま

で
、
二
五
、
二
八
か
ら
三
〇
ま
で
、
三
二
、
三
三
、
三
五
か
ら
四
一
ま

で
、
二
五
、
二
八
か
ら
三
〇
ま
で
、
三
二
、
三
三
及
び
三
五
か
ら
四
五

で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）

ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
」
と
、
第
四
条
第
二

の
」
と
、
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
中
「
及
び
第
三
号
」
と
あ
る
の
は

項
第
二
号
ハ
中
「
及
び
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
に
掲
げ
る
貨
物
の
う

「
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
も
の
及
び
同
表

ち
、
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
も
の
及
び
同
表
第
三
号
」
と
、
同
条
第

第
三
号
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
適
用
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
適
用

三
項
中
「
適
用
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
北

し
な
い
。
た
だ
し
、
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
こ

朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、

の
限
り
で
な
い
」
と
、
別
表
第
二
の
二
中
「
第
二
条
、
第
四
条
」
と
あ

別
表
第
二
の
二
中
「
第
二
条
、
第
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
」
と

る
の
は
「
第
四
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
四
条
関
係
）
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貨
物

地
域

貨
物

地
域

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

（
一
）
～
（
三
十
八
）

（
略
）

（
一
）
～
（
三
十
八
）

（
略
）

（
三
十
九
）

高
速
度
の
撮
影
が
可
能
な
カ
メ

（
三
十
九
）

機
械
式
若
し
く
は
電
子
式
の
ス

ラ
又
は
そ
の
部
分
品

ト
リ
ー
ク
カ
メ
ラ
若
し
く
は
フ
レ
ー
ミ
ン

グ
カ
メ
ラ
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

（
四
十
）

流
体
の
速
度
を
測
定
す
る
た
め
の

（
四
十
）

流
体
の
速
度
を
測
定
す
る
た
め
の

干
渉
計
、
圧
力
測
定
器
又
は
水
晶
圧
電
型

干
渉
計
、
マ
ン
ガ
ニ
ン
を
用
い
た
圧
力
測

圧
力
セ
ン
サ
を
用
い
た
圧
力
変
換
器

定
器
又
は
水
晶
圧
電
型
圧
力
セ
ン
サ
を
用

い
た
圧
力
変
換
器

（
四
十
一
）
核
兵
器
の
起
爆
又
は
そ
の
試
験
に

（
四
十
一
）
核
兵
器
の
起
爆
又
は
そ
の
試
験
に

用
い
ら
れ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

用
い
ら
れ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

る
も
の

る
も
の

１
～
６

（
略
）

１
～
６

（
略
）

７

雷
管
の
部
分
品

（
新
設
）

（
四
十
二
）

（
略
）

（
四
十
二
）

（
略
）

（
四
十
三
）

ト
リ
チ
ウ
ム
又
は
重
水
素
と
重

（
四
十
三
）

ト
リ
チ
ウ
ム
と
重
水
素
と
の
核

水
素
と
の
核
反
応
に
よ
る
静
電
加
速
型
の

反
応
に
よ
る
静
電
加
速
型
の
中
性
子
発
生

中
性
子
発
生
装
置

装
置

（
四
十
四
）
～
（
五
十
）

（
略
）

（
四
十
四
）
～
（
五
十
）

（
略
）

（
五
十
一
）

レ
ニ
ウ
ム
、
レ
ニ
ウ
ム
合
金
又

（
新
設
）
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は
レ
ニ
ウ
ム
タ
ン
グ
ス
テ
ン
合
金
の
一
次

製
品

（
五
十
二
）

防
爆
構
造
の
容
器

（
新
設
）

三

（
略
）

（
略
）

三

（
略
）

（
略
）

三
の
二

（
一
）

（
略
）

（
略
）

三
の
二

（
一
）

（
略
）

（
略
）

（
二
）

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
軍
用

（
二
）

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
軍
用

の
細
菌
製
剤
の
開
発
、
製
造
若
し
く
は
散

の
細
菌
製
剤
の
開
発
、
製
造
若
し
く
は
散

布
に
用
い
ら
れ
る
装
置
又
は
そ
の
部
分
品

布
に
用
い
ら
れ
る
装
置
又
は
そ
の
部
分
品

で
あ
る
も
の
の
う
ち
経
済
産
業
省
令
で
定

で
あ
る
も
の
の
う
ち
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
仕
様
の
も
の

め
る
仕
様
の
も
の

１

（
略
）

１

（
略
）

２

発
酵
槽
又
は
そ
の
部
分
品

２

発
酵
槽

３
～
８

（
略
）

３
～
８

（
略
）

四
～
六

（
略
）

（
略
）

四
～
六

（
略
）

（
略
）

七

（
一
）
～
（
八
の
三
）

（
略
）

（
略
）

七

（
一
）
～
（
八
の
三
）

（
略
）

（
略
）

（
九
）

サ
ン
プ
リ
ン
グ
オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ

（
九
）

デ
ジ
タ
ル
方
式
の
ビ
デ
オ
磁
気
テ
ー

プ
記
録
装
置
、
計
測
用
の
磁
気
テ
ー
プ
記

録
装
置
若
し
く
は
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
ビ
デ

オ
磁
気
テ
ー
プ
記
録
装
置
を
計
測
用
の
磁

気
テ
ー
プ
記
録
装
置
と
し
て
使
用
す
る
た

め
の
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
試
験
用
の
磁
気

テ
ー
プ
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（
十
）
～
（
二
十
二
）

（
略
）

七

（
十
）
～
（
二
十
二
）

（
略
）

八

（
略
）

（
略
）

八

（
略
）

（
略
）

九

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

九

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

（
一
）
～
（
五
の
四
）

（
略
）

（
一
）
～
（
五
の
四
）

（
略
）

（
五
の
五
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る

（
新
設
）

方
法
に
よ
る
通
信
の
内
容
を
監
視
す
る
た

め
の
装
置
又
は
そ
の
部
分
品

（
六
）
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
若
し
く
は
（

（
六
）
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
若
し
く
は
（

五
）
か
ら
（
五
の
五
）
ま
で
に
掲
げ
る
貨

五
）
か
ら
（
五
の
四
）
ま
で
に
掲
げ
る
貨

物
の
設
計
用
の
装
置
、
製
造
用
の
装
置
、

物
の
設
計
用
の
装
置
、
製
造
用
の
装
置
、

測
定
装
置
若
し
く
は
試
験
装
置
又
は
こ
れ

測
定
装
置
若
し
く
は
試
験
装
置
又
は
こ
れ

ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品

ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品

（
七
）
～
（
十
一
）

（
略
）

（
七
）
～
（
十
一
）

（
略
）

一
〇

（
略
）

（
略
）

一
〇

（
略
）

（
略
）

一
一

次
に
掲
げ
る
貨
物
（
４
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る

（
略
）

一
一

次
に
掲
げ
る
貨
物
（
４
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る

（
略
）

も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
三
）

慣
性
航
法
装
置
そ
の
他
の
慣
性
力
を

（
三
）

慣
性
航
法
装
置
そ
の
他
の
慣
性
力
を

利
用
す
る
装
置

利
用
す
る
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

（
四
）
～
（
五
）

（
略
）

（
四
）
～
（
五
）

（
略
）
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一
二
～

（
略
）

（
略
）

一
二
～

（
略
）

（
略
）

一
六

一
六

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
四
条
、
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
四
条
、
第
十
一
条
関
係
）

貨

物

地

域

貨

物

地

域

一
～
三

（
略
）

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
略
）

五
の
二

五
の
二

三
五
の

（
一
）
～
（
四
）

（
略
）

（
略
）

三
五
の

（
一
）
～
（
四
）

（
略
）

（
略
）

三

（
五
）

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四

三

（
五
）

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四

十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
六
条

十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
六
条

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第

九
号
に
掲
げ
る
物
（
（
一
）
に
掲
げ
る
も

九
号
に
掲
げ
る
物
（
（
一
）
に
掲
げ
る
も

の
を
除
き
、
同
号
に
掲
げ
る
物
に
あ
つ
て

の
を
除
く
。
）

は
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）

（
六
）

（
略
）

（
六
）

（
略
）

三
六
～

（
略
）

（
略
）

三
六
～

（
略
）

（
略
）

四
一

四
一

四
二

削
除

四
二

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
二
条
第
一
号
に

全
地
域
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規
定
す
る
麻
薬
及
び
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る

向
精
神
薬
並
び
に
こ
れ
ら
の
用
具
、
大
麻
取
締

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第

一
条
に
規
定
す
る
大
麻
及
び
そ
の
用
具
、
あ
へ

ん
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第

三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
あ
へ
ん
及
び
そ
の
用

具
並
び
に
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
け
し
が
ら

並
び
に
覚
せ
い
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
覚
せ
い
剤
及
び
そ
の
用
具
並
び
に
同
条
第

五
項
に
規
定
す
る
覚
せ
い
剤
原
料

四
三
～

（
略
）

（
略
）

四
三
～

（
略
）

（
略
）

四
五

四
五

別
表
第
三
の
二
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
三
の
二
（
第
四
条
関
係
）

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
中
央
ア
フ
リ
カ
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
コ
ー

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、

ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
エ
リ
ト
リ
ア
、
イ
ラ
ク
、
レ
バ
ノ
ン
、
リ
ベ
リ
ア
、

エ
リ
ト
リ
ア
、
イ
ラ
ク
、
レ
バ
ノ
ン
、
リ
ベ
リ
ア
、
リ
ビ
ア
、
北
朝
鮮

リ
ビ
ア
、
北
朝
鮮
、
ソ
マ
リ
ア
、
ス
ー
ダ
ン

、
ソ
マ
リ
ア
、
ス
ー
ダ
ン


